
E1025
※本セミナーは先生方の顧問先指導にお役立ていただくことを目的としております。セミナーの内容を同業士業向けの
　セミナーや書面等で許可なく情報提供を行うのはご遠慮ください。

※本セミナーは、税理士会認定研修ではありません。 

高中 恵美
税理士法人 高野総合会計事務所 税理士

お茶の水女子大学卒業。
大手銀行勤務を経て税理士法人高野総合会計事務所に入所。
相続税申告や相続対策、事業承継コンサルティング等、
個人資産税を中心とした業務に従事

【主要著書】
『よくわかる事業承継税制特例措置 Q&A』
（共著 / 経済法令研究会）

税理士のための法人 ・個人間の
　　　　　　　　　　　　借地権課税はじめの一歩

借地権に係る取引は、 入口課税である設定時から、 設定中、 更新時、 譲渡時、 相続時、 返還に
至るまで様々な局面があり、 それぞれの局面で異なる課税が生じる点が借地権の理解を阻む要因の１つ
ではないでしょうか?
本セミナーでは、 借地権に係る取引の中でも特に難解とされている、 「個人⇔法人間」 の取引に焦点を
当てて、 書籍 『税理士のための法人 ・個人間の借地権課税はじめの一歩』 著者の高中恵美先生に
実務の参考となる事例を交えてご解説いただきます。
昨年、 好評いただいたセミナーを新たに事例を増やしてご講演いただきますので、 昨年ご参加いただいた方も
ご受講いただける内容となっております。

 たかなか　     めぐみ
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ＦＡＸ：０３-５２５６-７８０４ エッサムWeb・EF事業推進部 行

※税理士会認定研修ではございませんが、自己申請研修になる可能性がございます、詳細は所属の税理士会へお問合せ下さい。

来場形式の他、ZOOMリアルタイム配信、動画提供でのご受講も可能!

書籍付き!


